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技
能
労
働
者
の
厳
し
い
実
状
を
訴
え

仕
事
と
暮
ら
し
の
改
善
を
求
め
要
請
！

十
一
月
十
一
日
、
組
合
は
、
中
小
建
設
業
協
会
と
共
に
長
崎
市
に
対
し
「
中
小
建
設
業
者
・
職
人
の
仕
事
と
暮
ら

し
の
改
善
」
と
し
て
、
①
中
小
建
設
業
者
へ
の
工
事
発
注
に
関
す
る
要
請
②
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
に
見
合
う
賃

金
の
支
払
い
に
関
す
る
要
請
③
工
事
発
注
に
お
け
る
適
正
単
価
の
設
定
に
関
す
る
要
請
④
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
助

成
の
要
請
の
四
項
目
に
つ
い
て
、
要
望
書
を
提
出
。

市
か
ら
は
武
田
副
市
長
他
五
名
、
組
合
・
協
会
か
ら
は
田
上
執
行
委
員
長
、
北
村
協
会
長
他
十
三
名
が
出
席
。

北
村
会
長
か
ら
武
田
副
市
長

に
要
望
書
を
手
渡
し
、
田
上
執

行
委
員
長
が
要
望
内
容
の
趣
旨

を
説
明
。
私
た
ち
技
能
労
働
者

の
実
情
を
訴
え
る
と
と
も
に
建

設
現
場
で
働
く
中
小
建
設
事
業

者
へ
の
配
慮
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
武
田
副
市
長
は

「
地
域
に
精
通
し
た
事
業
者
育

成
、
災
害
時
の
対
応
を
円
滑
に

行
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
平

成
三
十
年
度
か
ら
総
合
事
務
所

の
区
域
ご
と
に
入
札
を
行
う
地

区
別
発
注
を
実
施
し
て
い
る
。

今
後
も
建
設
業
の
担
い
手
の
確

保
・
育
成
に
繋
が
る
よ
う
入
札

制
度
を
始
め
様
々
な
施
策
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
」
と

あ
い
さ
つ
。

続
け
て
、
各
担
当
者
か
ら
要

望
内
容
に
対
す
る
回
答
が
あ
り
、

①
工
事
発
注
に
つ
い
て
は
「
市

内
業
者
に
優
先
発
注
し
、
可
能

な
限
り
分
離
・
分
割
発
注
を

行
っ
て
い
る
。
工
事
の
平
準
化

は
標
準
工
期
を
念
頭
に
努
め
て

い
る
。
ま
た
令
和
二
年
四
月
に

中
央
建
設
業
審
議
会
が
示
し
た

工
期
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
、

今
後
も
適
正
な
工
期
設
定
を

行
っ
て
い
き
た
い
」、
②
適
切

な
賃
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
は

「
法
定
福
利
費
等
の
適
切
な
支

払
等
に
関
す
る
指
導
や
必
要
経

費
の
確
保
に
努
め
て
い
く
」、

③
適
正
単
価
の
設
定
で
は
「
技

能
労
働
者
へ
の
適
切
な
処
遇
を

確
保
す
る
た
め
、
令
和
二
年
四

月
か
ら
社
会
保
険
未
加
入
事
業

者
へ
の
一
次
下
請
け
を
禁
じ
、

十
月
に
は
、
適
正
な
工
期
設
定

を
図
る
た
め
、
著
し
く
短
い
工

期
の
禁
止
に
つ
い
て
約
款
に
定

め
た
。
ま
た
、
最
低
制
限
価
格

に
つ
い
て
は
施
工
実
態
な
ど
を

踏
ま
え
、
令
和
二
年
一
月
か
ら

二
％
引
き
上
げ
、
予
定
価
格
の

九
一
％
〜
九
三
％
と
し
た
。
今

後
も
国
の
動
向
等
を
見
極
め
な

が
ら
総
合
的
に
判
断
し
、
適
正

な
単
価
及
び
最
低
制
限
価
格
の

設
定
に
つ
と
め
て
い
き
た
い
」、

④
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
に
関

し
て
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
新
し

い
生
活
様
式
に
対
応
し
た
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
の
推
進
と
建
設
業

界
へ
の
影
響
を

考
慮
し
、
本
年

度
は
九
月
に
補

助
額
を
増
額
補

正
し
、
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
症
対

策
と
し
て
も
取

り
組
ん
で
い
る
。

今
後
も
市
民
の

安
心
安
全
と
居
住
環
境
の
向
上

に
繋
が
る
よ
う
適
宜
見
直
し
を

行
い
な
が
ら
継
続
し
て
い
け
る

よ
う
検
討
し
た
い
」
と
回
答
を

い
た
だ
き
終
了
し
ま
し
た
。

お仕事で幅広く使用されている丸ノコですが、取り扱いの不慣れ
等により毎年多くの作業者が被災しています。また、「丸ノコ等取
り扱い作業従事者特別教育」は、建設キャリアアップシステムにお
いて、建築大工・型枠大工・内装仕上職で登録する方が中堅技能者
にあたるレベル2を取得する上で必要な資格になります。
安全作業に必要な知識や正しい使用方法を身につけて頂く為にも

この機会にぜひ、受講下さい。
日 時 令和3年1月24日㈰ 午前9時～午後1時

（受付：午前8時30分～）
会 場 組合本部（長崎市城山町17－58）
受 講 料 4，000円（テキスト代込み）
申 込 み 受講料を添えて1月8日㈮までに各支部へ
定 員 30名（定員になり次第締切らせて頂きます）

組
合
で
は
全
体
の
年
間
拡
大

目
標
を
四
〇
〇
名
と
し
て
取
り

組
む
こ
と
が
第
七
十
五
回
定
期

大
会
で
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
六
月
か
ら
十
一
月
を

前
期
期
間
と
し
、
拡
大
目
標
を

二
〇
〇
名
に
設
定
。
目
標
達
成

に
向
け
て
各
支
部
に
お
い
て
も

そ
れ
ぞ
れ
の
拡
大
目
標
を
設
定

し
行
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
の
影
響
も
あ
り
、
各
支

部
と
も
感
染
防
止
の
観
点
か
ら

対
面
に
よ
る
拡
大
・
訪
問
行
動

が
制
限
さ
れ
る
な
ど
活
動
に
大

き
な
影
響
が
出
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
浦

上
東
支
部
で
は
感
染
症
対
策
を

十
分
に
施
し
た
上
で
、
支
部
役

員
が
中
心
と
な
り
、
拡
大
目
標

の
達
成
に
向
け
、
夜
間
訪
問
ふ

れ
あ
い
行
動
を
十
一
月
十
二
日

と
十
九
日
の
二
回
実
施
し
ま
し

た
。

前
期
拡
大
期
間
も
残
す
と
こ

ろ
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
が
、

十
一
月
二
十
日
時
点
に
お
い
て
、

中
央
、
浦
上
西
、
西
彼
、
諫
早
、

大
村
、
島
原
、
佐
世
保
東
、
佐

世
保
北
、
北
松
支
部
の
九
支
部

が
目
標
を
達
成
。
組
合
全
体
で

も
二
三
〇
名
の
仲
間
が
新
た
に

加
入
、
前
期
目
標
を
達
成
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

一
方
で
脱
退
者
数
は
一

七
六
名
と
な
り
、
加
入
者

数
か
ら
脱
退
者
数
を
差
し

引
く
と
五
十
四
名
の
純
増

と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
浦
上
西
支
部
は

前
期
拡
大
目
標
の
み
な
ら

ず
、
こ
の
六
か
月
間
で
す

で
に
年
間
拡
大
目
標
を
達

成
。
中
央
支
部
も
あ
と
三

名
、
島
原
支
部
も
あ
と
二

名
と
年
間
拡
大
目
標
達
成

へ
迫
っ
て
い
ま
す
。

十
二
月
か
ら
来
年
五
月

末
ま
で
は
後
期
拡
大
行
動
が
展

開
さ
れ
ま
す
。
新
た
に
後
期
期

間
の
目
標
数
が
設
定
さ
れ
ま
す

の
で
、
拡
大
行
動
へ
の
参
加
、

そ
し
て
今
一
度
皆
様
の
周
り
に

い
る
職
人
や
仲
間
に
声
掛
け
を

し
て
い
た
だ
き
、
未
加
入
者
情

報
の
掘
り
起
こ
し
・
収
集
に
向

け
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
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【年末年始のお知らせ】
仕事納め 12月28日（月）
仕事始め 1月5日（火）
年末の事務処理は12月25日㈮まで
新年の通常業務は1月6日㈬より

丸ノコ等取り扱い作業従事者特別教育

長
崎
市

要
請
行
動

令和2年11月20日現在
後期
目標

13

9

10

12

18

9

16

21

14

16

14

17

12

10

7

2

200

増減
状況

9

－5

－1

－12

20

－4

4

11

6

13

－3

5

6

3

1

1

54

脱退
者数

14

8

5

20

16

7

18

15

12

16

11

17

7

8

2

0

176

加入
者数

23

3

4

8

36

3

22

26

18

29

8

22

13

11

3

1

230

前期
目標

13

9

10

12

18

9

16

21

14

16

14

17

12

10

7

2

200

年間
目標

26

18

20

25

36

18

33

42

28

31

28

33

24

20

15

3

400

中 央

大 浦

市 南

東 長 崎

浦 上 西

浦 上 東

西 彼

諫 早

大 村

島 原

佐世保中

佐世保東

佐世保北

北 松

平 戸

本 部

合 計

コ
ロ
ナ
禍
で
の
組
織
拡
大
運
動

昨
年
に
続
き
前
期
目
標
達
成

〜
新
た
に
2
3
0
名
の
仲
間
が
加
入
〜

要望書を手渡す北村会長（右）

12

出発前の打ち合わせをする役員～浦上東支部～

要請を行う田上執行委員長

毎月1回15日発行 2020年（令和2年）12月15日発行建 設 長 崎第666号 （1974年5月30日 第3種郵便物認可）1�
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未婚

500万円超

－
－
－

500万円以下

35万円
－
－

離別

500万円超

－
－
－

500万円以下

35万円
－
－

死別

500万円超

－
－
－

500万円以下

35万円
－
－

配偶関係
本人所得

（合計所得金額）
子
子以外
無

有扶
養
親
族

未婚

500万円超

－
－

500万円以下

35万円
－
－

離別

500万円超

－
－
－

500万円以下

35万円
27万円
－

死別

500万円超

－
－
－

500万円以下

35万円
27万円
27万円

配偶関係
本人所得

（合計所得金額）
子
子以外
無

有扶
養
親
族

【改正後】
（本人が女性）寡婦控除・ひとり親控除

（本人が男性）ひとり親控除

年税額

【減税】
所得控除額が10万円増えます

【変わらず】
所得控除額は変わりません

【減税】
所得控除額が10万円増えます

基礎控除

10万円引上げ

10万円引上げ

10万円引上げ

令和2年
（改正後）

青色申告
10万円控除

電子帳簿記録等をせずに書面
で提出すると55万円控除
（10万円引下げ）

電子帳簿保存もしくは e-Tax
で申告すると65万円控除

令和元年
（改正前）

青色申告
10万円控除

青色申告
65万円控除

定休日

毎週土曜、祝日
（年末年始12／29～1／3）

開設日

10月1日

住所

長崎市中町1‐26

施設名

NAGASAKI 中町ビル4F
特設会場10月以降

������������������������

�����

①ひとり親控除の新設と、寡婦（夫）控除の見直し
・従来は、ひとり親であっても離婚・死別であれば寡婦（夫）控除が適用されるのに
対し、未婚のひとり親には適用されませんでした。（婚姻歴の有無による不公平）

・また男性のひとり親と女性のひとり親では控除額が違うなど、性別でも扱いが異
なっていました。（男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平）

・今回の改正では、上記2つの不公平を同時に解消するための改正が行われていま
す。

②青色申告特別控除の改正
改正1 個人の方の所得税について
・青色申告特別控除額が変わります。（現行65万円 ⇒ 改正後55万円）
・基礎控除額が変わります。（現行38万円 ⇒ 改正後48万円）
改正2 「（改正後）55万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
・e-tax による申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、
引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

※10万円の青色申告特別控除の改正はありません。

③住宅借入金特別控除の改正
⑴ 住宅購入時に消費税率10％が適用され、令和元年10月から令和2年12月31まで
に入居した場合には、控除期間が13年（3年延長）になります。

⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増
改築等を行った住宅への入居が期限（令和2年12月31日）に遅れた場合でも、控
除の対象となります。

持続化給付金とは？
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続
を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。
上限は、法人200万円、個人100万円
※前年の総売上（事業収入）－（前年同月比で50％以上減少した月の売上×12か月）

給付対象（条件）は？
感染症の影響により、2020年の売上が前年同月比で50％以上減少している月が
ある場合に支給されます。

申請サポート会場はこちら
持続化給付金については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請
を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設しています。
「申請サポート会場」では、電子申請の手続きをサポートさせていただきます。
必要書類のコピーをご持参の上、お越しください。申請サポート会場にお持ち
いただく資料などの詳細は、「持続化給付金」の事務局HPまたは、経済産業
省HPをご確認ください
なお、「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事
前予約制となります。事前予約無しに御来場いただいてもサポートが受けられ
ませんので、ご注意下さい。

申請サポート会場事前予約の方法
予約方法は、①Web予約、②電話予約（自動）、③電話予約（オペレーター
対応）がございます。
①Web予約（持続化給付金の事務局ホームページ）
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
②電話予約（自動ガイダンス）
0120－835－130、24時間受付可能
③電話予約（オペレーター対応）
0570－077－866、受付時間：平日、土日祝日ともに、9：00～18：00

令和2年度 所得税 改正のポイント（先月号の続き）

令和元年10月～令和2年12月

10％

13年

【1～10年目】
同左

【11～13年】
次のいずれかの少ない方
・建物購入価格の2％÷3
・年末時点の住宅ローン残高の1％

所得税の課税総所得金額等×7％

平成26年4月～令和3年12月

8％あるいは10％

10年

【1～10年目】
年末時点の住宅ローン残高
（最大4，000万円※）×1％
※認定住宅の場合、最大5，000
万円となります

居住開始時期

消費税率

控除期間

所得税の控除額

住民税の控除限度額

令和３年度より施工管理技士の
試験制度が大幅に見直されます
改正建設業法の「技術検定制度の見直し」により、令和3年度の試験から
施工管理技術検定は新しい技術検定制度に生まれ変わります。

新試験制度と技士補の新設
現行制度では、「学科試験」・「実地試験」に合格して初めて「施工管理

技士」の称号を与えられる形式でした。
令和3年度試験からはその形式が見直され、改正後は「第一次検定」・

「第二次検定」と名称が変わり試験内容の変更も公表されています。
※一次検定の合格で技士補の称号を得ることができます。

一次検定合格は無期限有効

現行試験では学科試験に合格し、実地試験の結果が不合格だった場合、
その学科試験が免除されるのは翌年まで。翌年に合格できないと翌々年か
らはまた学科試験からの挑戦という形でした。
しかし、新制度からは、一次検定を合格した者には、一次検定が無期限

で免除され、毎年二次検定からの受検が可能となります。

Point 1 一時検定の合格者は無期限有効
一時検定合格者は、一度合格すれば原則、無期限有効ですので、いつでも
二次検定から挑戦することができます。

Point 2 2級二次検定合格者は、実務経験問わず1級一次検定を受験できる
改正により、2級二次検定に合格すると、実務経験問わずすぐに1級一次
検定を受験できるようになりました（1級二次検定は一定期間の実務経験
が必要）。

持続化給付金の申請は
お済みですか？

給付金の申請受付は、令和3年1月15日までとなっています。

2021年4月再編後

第一次
検定 → 技士補 →第二次検定 → 施工管理技士➡

現行
学科試験
＋ → 施工管理技士

実地試験

（1974年5月30日 第3種郵便物認可） 第666号 2�建 設 長 崎毎月1回15日発行 2020年（令和2年）12月15日発行



費用を
助成
します
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

予
防
接
種
費
用
を
助
成
‼

長
建
国
保
で
は
加
入
し
て
い

る
被
保
険
者（
組
合
員
、家
族
）

全
員
を
対
象
に
、
季
節
性
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

係
る
費
用
の
補
助
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

補
助
の
申
請
に
つ
い
て

《
補
助
の
対
象
者
》

長
建
国
保
加
入
の
被
保
険
者

組
合
員
及
び
家
族

《
補
助
の
対
象
》

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及

び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ワ

ク
チ
ン
接
種
（
以
下
予
防
接
種

と
い
う
）
に
係
る
自
己
負
担
の

費
用
が
一
回
に
つ
き
、
一
、五

〇
〇
円
を
超
え
た
場
合
、
一
、

五
〇
〇
円
を
超
え
た
額
を
補
助

い
た
し
ま
す
。

《
補
助
の
申
請
》

当
該
組
合
員
が
所
属
す
る
長

崎
県
建
設
産
業
労
働
組
合
の
支

部
窓
口
で
被
保
険
者
証
を
提
示

し
、
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）

に
予
防
接
種
の
領
収
書
等
を
添

え
申
請
し
て
下
さ
い
。

《
補
助
申
請
の
期
間
》

補
助
の
申
請
は
予
防
接
種
を

受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日

か
ら
起
算
し
て
六
ヶ
月
以
内
と

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
接
種

後
早
め
に
申
請
し
て
下
さ
い
。

（
例
）一
月
十
日
に
予
防
接
種
を

し
た
場
合
は
、
七
月
三
十
日
迄

に
申
請
が
必
要
で
す
。

《
申
請
に
必
要
な
も
の
》

①
被
保
険
者
証

②
予
防
接
種
の
費
用
と
分
か
る

領
収
書
及
び
明
細
書
等

③
印
鑑

《
補
助
の
交
付
》

補
助
金
の
交
付
は
、
申
請
に

問
題
が
な
け
れ
ば
受
付
時
に
支

部
窓
口
で
交
付
い
た
し
ま
す
。

（
申
請
時
に
交
付
）

《
補
助
対
象
期
間
》

今
年
度
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

の
予
防
接
種
の
助
成
対
象
期
間

は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

迄
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

『
常
備
薬
セ
ッ
ト
』
無
償
配
付

十
二
月
十
八
日
で
終
了

令
和
二
年
三
月
よ
り
被
保

険
者
証
の
更
新
時
期
に
合
わ

せ
て
、『
常
備
薬
セ
ッ
ト
』

を
所
属
支
部
窓
口
に
て
無
償

配
付
し
て
い
ま
す
。

配
付
対
象
は
、
令
和
元
年

十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
加

入
す
る
組
合
員
世
帯
で
令
和

二
年
三
月
に
被
保
険
者
証
の

郵
送
更
新
を
受
け
た
世
帯
の

皆
様
が
対
象
で
す
。

尚
、
配
付
に
つ
き
ま
し
て

は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
八

日
を
も
ち
ま
し
て

終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

未
だ
お
受
け
取
り
い
た
だ
い

て
い
な
い
組
合
員
世
帯
の
皆

様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
期
限

ま
で
に
所
属
支
部
に
て
お
受

け
取
り
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

『
常
備
薬
セ
ッ
ト
』
お
受

け
取
り
に
関
し
ま
し
て
、
ご

不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
所
属
支
部
へ
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

■指定温泉施設の入浴料割引及び補助制度■
長建国保では、組合員及び家族の健康の保持
増進を図るため「指定温泉利用料金の割引及
び補助制度」を実施しています。ぜひご利用
下さい。

■利用料金の割引
指定温泉と契約し、規定料金より安い料金
で利用できます。

■利用料金の補助
（小人料金には、割引はありません。）
補助券により、割引料金より更に安い料金
で利用できます。
規定料金－メンバーズカード割引

＝割引後の料金
割引後の料金－補助券（300円）

＝利用者負担金
・長建国保加入組合員（年間20枚）
組合のみ加入（年間6枚）

※子供料金につきましては、各温泉施設までお問合せ下さい。

長長
建建
国国
保保
だだ
よよ
りり

《補助例》
（例1）インフルエンザの予防接種を1回接種し、4，000円の接種費用を支払った場合。

4，000円（接種費用）－1，500円（控除額） ＝2，500円（補助額）

（例2）インフルエンザの予防接種を1回接種し、1，000円の接種費用を支払った場合。
1，000円（接種費用）－1，500円（控除額）＝－500円 ⇒0円（補助額）

※自治体の助成（小児及び高齢者等）により予防接種の窓口負担（支払額）が1，500円未満であっ
た場合は、補助事業の対象となりませんのでご注意下さい。

所在地
電話番号

長崎市曙町39‐38
095‐862‐5555

長崎市伊王島町
1丁目3277‐7
095‐898‐2202

西彼杵郡長与町岡郷2762‐1
095‐887‐4126

西彼杵郡長与町高田郷284
095‐856‐2631

西彼杵郡長与町高田郷2289‐2
095‐856‐2617
諫早市本野7‐1
0957‐25‐8822

大村市森園町663‐3
0957‐50‐1126

雲仙市小浜町雲仙500‐1
0957‐73‐3273

雲仙市小浜町南本町10
0957‐74‐3141

諫早市飯盛町平古場279番地
0957‐28‐4141

東彼杵郡川棚町小串郷272
0956‐82‐2661

東彼杵郡川棚町小串郷237
0956‐82‐6868

佐世保市崎岡町853‐12
0956‐39‐4800

佐世保市南風崎町449
0956‐59‐3939

東彼杵郡波佐見町
長野郷558‐3
0956‐76‐9008

平戸市田平町野田免210‐6
0950‐57‐1110

利用者負担
（自己負担）

500円

400円

600円

1，300円

760円

380円

400円

370円

330円

400円

250円

30円

220円

300円

300円

500円

260円

400円

450円

一律300円

補助券の額
（温泉券利用）

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円
▲300円施設負担

割引後の料金
（メンバーズカード）

800円

700円

900円

―

―

―

700円

―

630円

―

－

－

－

－

－

－

560円

－

－

－

規定料金

830円

800円

1，000円

1，600円

1，060円

680円

800円

670円

750円

700円

550円

330円

520円

600円

600円

800円

700円

700円

750円

900円

平日料金
休日料金

平日

休日

平日

土・日・祝

温泉施設
内場所

ホテル側
Ark Land Spa

利用区分

大人

大人

大人
［～19：00］
大人

［19：00～21：00］

大人

大人

大人

大人

大人

大人（高校生以上）
［7：30～16：30］

大人
［16：30～21：30］

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

指定温泉名称

稲佐山温泉
アマンディ

i+Land nagasaki
（旧）やすらぎ伊王島

長崎温泉喜道庵
営業時間帯によって料金が異な
ります。詳しくは施設までお問
い合わせ下さい。

道の尾温泉

ゆりの温泉

天然温泉＆ホットヨガ
諫早もとの湯

サンスパおおむら
ゆの華

青雲荘

望洋荘
営業時間帯によって料金が異な
ります。詳しくは施設までお問
い合わせ下さい。

いいもり月の丘

国民宿舎くじゃく荘

川棚大崎温泉
しおさいの湯
ザ・パラダイス

ガーデンサセボ（※1）
ホテルローレライ

ばってんの湯（※1）

はさみ温泉湯治楼

平戸たびら温泉
サムソンホテル

消費税
10％

長
崎
・
西
彼
地
区

県
央
地
区

県
北
地
区

長崎県建設事業国民健康保険組合指定温泉一覧表

2020．12．15

※支部事務所で申し込んで下さい。
（要：印鑑）
※詳細については各支部事務所へお問
い合わせ下さい。

（※1）毎月26日「風呂の日」は規定料金が半額となり、補助券の使用は出来ません。

メンバーズカー
ド

補助券

毎月1回15日発行 2020年（令和2年）12月15日発行建 設 長 崎第666号 （1974年5月30日 第3種郵便物認可）3�



この一年を振りかえって
2020

今
年
も
十
一
月
と
な
り
、
佐

世
保
東
支
部
で
は
恒
例
の
住
宅

デ
ー
（
無
料
の
包
丁
砥
ぎ
・
住

宅
相
談
）を
十
一
月
八
日
㈰「
わ

く
わ
く
ふ
れ
あ
い
市
」、
十
五

日
㈰
「
ど
ろ
ん
こ
の
里
」
に
て

感
染
症
対
策
（
マ
ス
ク
着
用
と

検
温
）
を
行
い
開
催
し
ま
し
た
。

両
日
と
も
に
、
天
候
に
恵
ま
れ
、

厚
着
が
必
要
な
い
く
ら
い
暖
か

く
感
じ
ま
し
た
。

「
わ
く
わ
く
ふ
れ
あ
い
市
」

は
、
駐
車
場
の
一
部
を
借
り
て
、

「
ど
ろ
ん
こ
の
里
」
で
は
、
直

売
所
の
隣
に
テ
ン
ト
を
設
営
し

ま
し
た
。
会
場
の
準
備
が
終
え

る
頃
に
は
、
一
番
目
の
お
客
様

の
受
付
が
始
ま
り
、
住
宅
デ
ー

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

お
客
様
を
受
付
け
る
や
い
な

や
組
合
員
の
皆
さ
ん
は
、
各
々

持
ち
場
に
着
き
、
続
々
と
来
る

包
丁
を
黙
々
と
作
業
を
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
砥
ぎ
終
え
た
包
丁

は
、
刃
先
か
ら
刃
元
ま
で
光
り
、

試
し
切
り
で
は
新
聞
紙
が
「
ス

〜
」
っ
と
切
れ
る
程
ま
で
に
切

れ
味
が
蘇
っ
て
い
ま
し
た
。

お
客
様
の
傾
向
と
し
て
は
、

約
半
数
が
毎
年
お
越
し
に
な
っ

て
い
る
方
と
、
住
宅
デ
ー
が
地

域
に
根
付
い
て
い
る
事
が
受
付

し
て
い
る
会
話
で
感
じ
取
れ
ま

し
た
。

「
わ
く
わ
く
ふ
れ
あ
い
市
」

は
五
十
七
名
、
包
丁
百
四
十
本
。

「
ど
ろ
ん
こ
の
里
」
で
は
七
十

七
名
、
包
丁
百
六
十
六
本
を
砥

ぎ
あ
げ
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
今

回
は
数
が
減
る
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
影
響
が
少
な
く
良

か
っ
た
で
す
。

住
宅
デ
ー
に
参
加
し
て
い
た

だ
い
た
皆
様
が
、
怪
我
人
も
出

ず
無
事
に
終
え
る
事
が
で
き
感

謝
し
て
い
ま
す
。
皆
様
お
疲
れ

様
で
し
た
。

2020新春旗開き（6日）
佐世保官公需業者会新春交流会（9日）
規矩術講習会（19日）
各支部新春旗開き（15日～22日）
中小建設業者新春研修会・交流会（17日）
本部主婦会新春交流会（28日）
各税務署交渉

所得税確定申告受付（3日～28日）
第59回全国青協定期大会（16日）
長建国保第100回組合会（28日）

所得税一括提出（12日）
長建国保保険証郵送での更新（中旬）

令和2年度特定検診スタート

労働保険年度更新受付（13日～6月9日）

国保予算要求ハガキの取り組み
賃金アンケート調査の取り組み

青年部大会（1日書面会議）
建設長崎第75回定期大会（19日）
中小建設業協会第8回定期総会（21日）
長建国保第101回組合会（28日）

二級建築施工管理技士短期講座（4日～11月6日）
原爆殉難者慰霊祭（8日）
持続化給付金相談会（11日）
県央振興局長要請行動（20日）
諫早市長要請行動（20日）

各支部大会開催（8月21日～10日）
長崎県土木部との意見交換会（4日）

全建総連第61回定期大会（14日Web会議）
足場作業主任講習会（24日～25日）
長崎県住宅フェア（31日～11月1日）

国保予算要求ハガキの取り組み
長崎県知事要望行動（4日）
長崎市長要請行動（11日）
木建作業主任講習（14～15日）
職長・安全衛生責任者教育（28日～29日）

フルハーネス講習会（13日）
福岡国税局交渉（17日）
仕事納め（28日）

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

茅
原
喜
志
男

長
島

則
行

小
谷

守

迎

稔

鴨
川

浩
樹

丸
田

勉

佐
古
嘉
津
之

柳

光
輝

迎

良
則

安
藤

清

松
尾

勝
信

真
木

洋
和

松
延

貴
男

三
根

康
恵

川
端

昭
吾

茅
原
喜
志
男

小
谷

守

大
庭

真
八

鴨
川

浩
樹

丸
田

勉

迎

政
博

佐
古
嘉
津
之

倉
富

辰
美

枝
折

春
紀

田
中

光
輝

坂
本

昇

茅
原

喜
人

城
戸

行
誠

尾
﨑

智
之

松
延

貴
男

佐
世
保
東
支
部
住
宅
デ
ー

〜
毎
年
開
催
、
地
元
に
定
着

コ
ロ
ナ
禍
で
も
来
場
多
数
〜

わくわくふれあい市▶

どろんこの里▶

参加者（11月8日）

参加者（11月15日）

▲規矩術講習会 1月19日 組合本部
若年者への技術継承を図る目的で開催。

▲労働保険年度更新受付 5月13日～6月9日

▲建設労働者職人原爆殉難者慰霊祭 8月8日

▲長崎市への要請行動 11月11日

▲長建国保 予算要求はがき行動

▲2020建設長崎新春旗開き 1月6日

▲建設長崎第75回定期大会
長崎新聞文化ホールアストピア 7月19日

▲二級建築施工管理技士受験対策講座
8月4日から11月6日まで夜間講習を33回実施。

▲各支部大会が開催される（写真は中央支部 勤
労福祉会館会議室）

▲全建総連第61回定期大会 10月14日 Web会議

▲長崎県知事要請行動 11月4日
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